
取扱内容 担当（問合先） 手続きの概要

・住家の全焼、全壊又は流失 50,000円

・住家の半焼又は半壊、床上浸水 30,000円

・住家の床下浸水 10,000円

・住家の水損（消火活動により家財道具等に著しく
被害を受けたもの） 10,000円

・死亡（１人） 50,000円

※状況に応じて支給されない場合もあります。

災害見舞金の支給
　（災害救助法適用でないとき）

・死亡（１人） 20,000円

救援物資の支給
　（住家が全焼、全壊、流出したときなど）

・毛布／日用品セット

・住家の全焼、全壊又は流失 50,000円以内

・住家の半焼又は半壊、床上浸水 30,000円以内

・住家の水損（消火活動により家財道具等に著しく
被害を受けたもの） 10,000円以内

・死亡（１人） 50,000円以内

※状況に応じて支給されない場合もあります。

市民税 被災状況に応じて減免

固定資産税 　　　〃

都市計画税 　　　〃

国民健康保険税 　　　〃 税務課・保険医療課 同上

被災状況に応じて減免

・住民票の写し、印鑑登録証明書の発行手数料

・印鑑登録再登録手数料（災害を理由とするもの）

・通知カード及びマイナンバーカードの再交付手数
料（災害を理由とするもの）

※生活再建目的で使用するものに限る。

被災状況に応じて減免 税務課 り災証明を持参し、窓口へ

必要な書類なし

税

現地調査を行い、減免を決定

証
明

証明発行等
手数料

税務課

戸籍住民課

※詳細については、各担当へお問い合わせください。

項　目

災
害
見
舞
金

市

手続不要

日本赤十字社
兵庫県支部

社会福祉協議会

社会福祉課

社会福祉協議会
　住所：西脇市和布町277-1
　電話：22-5400

西 脇 市
災害・火災時被災者支援一覧表
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※詳細については、各担当へお問い合わせください。
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西 脇 市
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国民年金 　　　〃 戸籍住民課 必要な書類なし

教科書 被災状況に応じて対応 学校教育課 児童から学校へ申出

学校給食 　　　〃
学校給食センター
　電話：22-6041

特別な決まりがないため、その都
度給食センターと調整

　　　〃 認定こども園…幼保連携課 手続不要（税情報と連動）

　　　〃 住宅政策課
本人からの申出により、対応を決
定

環境課 現地調査を行い、減免を決定

みどり園
　住所：西脇市富吉南町262-1
　電話：23-2808

現地調査を行い、減免を決定

下水道使用料

　被災状況に応じて減免

受益者負担金分担金

　被災状況に応じて減免

西脇市役所
　住所：西脇市下戸田町128－１
　電話：22-3111（代）

し尿処理 被災状況に応じて減免 現地調査を行い、減免を決定

水道料金 　　　〃

経営管理課から連絡を取り、状況
により減免を決定

下水道使用料
受益者負担金

分担金

環境課

建設水道部経営管理課

（

中
・
小
）

学
校
関
係

保育料

市営住宅

保
険
料

後期高齢者
医療保険料

被災状況に応じて減免

介護保険料
利用者負担額

介護保険料
　被災状況に応じて減免

り災証明を持参し、窓口へ

利用者負担額
　被災状況に応じて減免

り災証明を持参し、窓口へ

災害ごみ
の処理

被災状況及び処理方法に応じて減免

保険医療課

長寿福祉課


